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清
須
の
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
た「
市
納
涼
盆
踊
り

」が
今
年
も
開
催
さ
れ
ま
す
。
迫
力
の
和
太
鼓
演
奏
、

商
工
会
青
年
部
の
協
力
に
よ
り
人
気
の
模
擬
店
の

出
店
も
あ
り
ま
す
。
昔
懐
か
し
い
夜
祭
の
雰
囲
気

の
な
か
、
夕
涼
み
に
い
か
が
で
す
か
？

　
ぜ
ひ
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

と
　
き
　
8
月
5
日（
土
）・
6
日（
日
）

　
　
　
　
午
後
6
時
30
分
か
ら

と
こ
ろ
　
清
洲
城
広
場主

な
催
し
　
盆
踊
り
・
呼
込
太
鼓
・
　

模
擬
店

★
小
学
生
以
下
の
お
子
様
に
、
ア
イ
ス

キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
の
サ
ー
ビ
ス

　（
先
着
3
0
0
名
　
両
日
と
も
）

主
　
　
催
　
市
文
化
協
会

問 

合 

せ
　
市
文
化
協
会
事
務
局﹇
生
涯

学
習
課（
南
館
1
階
）内
﹈

※
開
催
の
可
否
は
、
当
日
午
後
4
時
頃

に
決
定
。
開
催
日
当
日
の
問
合
せ
は
、

清
洲
市
民
セ
ン
タ
ー
☎
0
5
2
‐
4 

0
9
‐
6
4
7
1
へ
。

 
市 

納 

涼 

盆 

踊 

り
青少年の健全育成に努めよう ―心のふれあう温かい家庭づくりをめざして―

もうすぐ夏休みです。休みの開放感などから生活が乱れたり、有害な環境に接する機会が増えたりと、
子どもの非行の芽が育ちやすい時期です。
県では、７月１日～８月３１日を「青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動(夏季)」強化期間と定め、

「非行の芽　はやめにつもう　みな我が子」をスローガンに、青少年の健全な育成を図るための運動を展
開します。市においても、その運動の一環として、次のとおり「青少年健全育成大会」を開催します。

市青少年健全育成大会
と　　き　７月１２日(水)　午後１時から(講演は午後１時４５分頃から・申込不要)
と こ ろ　清洲市民センター　ホール
意見発表　「地域と連携して学校支援を行うＰＴＡ活動」　古城小学校ＰＴＡ会長
講　　演　「大切な家族の絆　～チベットと日本での実体験～」
講　　師　バイマーヤンジン 氏
決　　議　家庭教育推進連絡協議会委員

■問合せ　生涯学習課(南館１階)

講師紹介　バイマーヤンジン 氏
　チベット出身。名前はチベット語で「蓮の花にのった音楽の神様」の意味。厳しい
チベットの大自然に育まれた力強い歌唱力とそのみずみずしい感性できびしい競争
に勝ち残り、中国国立四川音楽大学に入学。日本でただ１人のチベット人歌手として、
チベットの音楽、文化を紹介するため全国的に講演会、コンサート活動を行う。
　ユーモアたっぷりの語り口で、日本とチベットの文化の違い、家族のあり方などを
論じる講演も多くの人々の感動と共感を呼び、教育関係、学校等から高い評価を得て
おり、テレビやラジオで活躍中。
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観光ＩＣＴ看板の設置
　清洲城周辺の公衆無線ＬＡＮ(Ｗｉ－Ｆｉ)整備に続き、市の貴重な
文化財で観光資源でもある西枇杷島地区5輌の山車を多言語で
紹介する観光ＩＣＴ看板を問屋記念館に整備しました。Ｗｉ－Ｆｉ利用
に加え、スマホで山車やからくり人形の説明を英語と中国語を含
む多言語音声で聞くことができます。この機会に問屋記念館の
見学もいかがでしょうか！

■問合せ　産業課(南館３階)

清須市長選挙及び清須市議会議員補欠選挙
投　票　日　７月２３日(日)　午前７時～午後８時

期日前投票　と　き　７月１７日(祝)～２２日(土)　午前８時３０分～午後８時
　　　　　　ところ　清須市役所北館２階　会議室
　　　　　　※土曜日、祝日及び夜間の出入口は、北館１階正面玄関と地下１階東出入口
　　　　　　　のみです。
開　　　票　即日開票　午後９時から　　ところ　アルコ清洲
※詳しくは、後日配布します「選挙特集号」をご確認ください。

■問合せ　市選挙管理委員会[防災行政課(北館３階)内]

　

昭
和
57
年
1
月
1
日
以
前
か
ら
所
在
す

る
住
宅
の
う
ち
、
平
成
29
年
1
月
2
日
〜

平
成
30
年
3
月
31
日
に
、
一
定
の
耐
震
改

修
工
事
が
行
わ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
、
翌

年
度
分（
通
行
障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建

築
物
の
場
合
は
、
2
年
度
分
）の
固
定
資

産
税
の
税
額（
1
2
0
㎡
相
当
分
）が
2
分

の
1
減
額
さ
れ
ま
す
。

要
　
件　

耐
震
改
修
工
事
一
戸
当
た
り
の

工
事
費
用
が
50
万
円
超
の
工
事

申
請
方
法　

改
修
工
事
後
3
か
月
以
内
に

工
事
明
細
書
及
び
領
収
書
の
写
し
、
住
宅

耐
震
改
修
証
明
書
を
添
付
し
て
税
務
課

（
北
館
2
階
）へ
。

要
　
件　

窓
の
断
熱
改
修
工
事
又
は
そ
の

工
事
と
併
せ
て
行
う
床
、
天
井
、
外
壁

の
断
熱
改
修
工
事
で
、
補
助
金
等
を
除

く
自
己
負
担
が
50
万
円
超
の
工
事

申
請
方
法　

改
修
工
事
後
3
か
月
以
内
に

工
事
明
細
書
、
領
収
書
の
写
し
及
び
現

行
の
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
し
た
住
宅
で

あ
る
こ
と
の
証
明
書
等
の
関
係
書
類
を

添
付
し
て
税
務
課（
北
館
2
階
）へ
。

住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額

　

土
地
の
利
用
状
況
を
変
更
し
た
り
、
家

屋
の
新
築
や
取
り
壊
し
を
す
る
と
、
翌
年

か
ら
評
価
額
な
ど
の
課
税
内
容
が
変
わ
り

ま
す
。
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
納
税

通
知
書
の
中
に
あ
る
課
税
明
細
書
に
詳
し

い
内
容
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
な
お
、
内
容
等
に
ご
不
明

な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
税
務
課（
北

館
2
階
）へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

平
成
29
年
1
月
2
日
〜
平
成
30
年
3
月

31
日
に
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
が
行
わ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
、
翌
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
税
額（
1
0
0
㎡
相

当
分
）を
3
分
の
1
減
額
し
ま
す
。

要
　
件　

65
歳
以
上
の
方
、
要
介
護
認
定

も
し
く
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る

方
又
は
障
が
い
の
あ
る
方
が
居
住
す
る

既
存
の
住
宅
に
お
い
て
、
補
助
金
等
を

除
く
自
己
負
担
が
50
万
円
超
の
工
事
。

対
象
と
な
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
税
務

課（
北
館
2
階
）へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法　

改
修
工
事
後
3
か
月
以
内
に

工
事
明
細
書
や
写
真（
改
修
前
後
）等
の

関
係
書
類
を
添
付
し
て
税
務
課（
北
館

2
階
）へ
。（
工
事
内
容
を
示
す
書
類
は
、

建
築
士
、
登
録
性
能
評
価
機
関
等
に
よ

る
証
明
で
も
可
。）ま
た
、
工
事
内
容
等

は
書
類
確
認
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ

現
地
確
認
を
行
い
ま
す
。

住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額

住
宅
の
省
エ
ネ
改
修
工
事
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額

　

平
成
20
年
1
月
1
日
以
前
に
建
て
ら
れ

た
住
宅（
賃
貸
住
宅
を
除
く
。）で
、
平
成

29
年
1
月
2
日
〜
平
成
30
年
3
月
31
日

に
、
一
定
の
省
エ
ネ
改
修
工
事
が
行
わ
れ

た
住
宅
に
つ
い
て
、
翌
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
税
額（
1
2
0
㎡
相
当
分
）が
3
分

の
1
減
額
さ
れ
ま
す
。

ご
存
知
で
す
か
？ 

課
税
明
細
書

税
だ
よ
り

■
問
合
せ　

税
務
課（
北
館
２
階
）
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7
月
31
日（
月
）で
す
。
平
成
29
年
8
月

1
日（
火
）か
ら
の
新
し
い
高
齢
受
給
者

証
を
7
月
下
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

　
受
給
者
証
は
、
紛
失
や
破
損
な
ど
に

留
意
し
、
大
切
に
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
に
つ
い
て

は
、
8
月
1
日
以
降
に
、
保
険
年
金
課

（
北
館
1
階
）へ
返
却
す
る
か
、
ご
自
身

で
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

※
破
棄
す
る
場
合
は
、
ハ
サ
ミ
等
で
細

か
く
切
る
等
し
て
、
個
人
情
報
の
漏

え
い
に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成
29
年

国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
更
新
の
ご
案
内

　
後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者
の
方
へ
7

月
中
旬
に
保
険
料
納
入
通
知
書
を
郵
送

し
ま
す
。

　
通
知
書
の
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

平
成
29
年
度

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

納
入
通
知
書
送
付
の
ご
案
内

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
の
有
効
期
限

は
、
平
成
29
年
7
月
31
日（
月
）で
す
。

平
成
29
年
8
月
1
日（
火
）か
ら
使
用
し

て
い
た
だ
く
保
険
証
を
、
7
月
中
旬
〜

下
旬
に
か
け
て
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付

し
ま
す
。

　
簡
易
書
留
郵
便
で
は
、
受
取
る
と
き

に
押
印
又
は
署
名
が
必
要
と
な
り
ま

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証

（
更
新
分
）の
送
付
の
ご
案
内

国
民
年
金
免
除
等
の

申
請
の
お
知
ら
せ

　
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万

一
、
障
が
い
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の

事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
等
で
、
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予

と
な
る「
保
険
料
免
除
制
度
」や「
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

期
　
間

　
平
成
29
年
度
の
年
金
免
除
期
間
は
、

平
成
29
年
7
月
〜
平
成
30
年
6
月
で

す
。
ま
た
、
2
年
1
か
月
前
の
月
分
ま

で
遡
及
し
て
、
免
除
申
請
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

●
年
金
手
帳

●
印
章（
本
人
が
署
名
の
場
合
、
不
要
）

※
前
年
に
所
得
が
あ
り
、
失
業
し
た
事

を
理
由
に
申
請
さ
れ
る
方
は
、
次
の

書
類
が
必
要
で
す
。

●
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証（
原
本
）又

　
は
離
職
票（
原
本
）

（
い
ず
れ
も
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
発
行
書
類

で
す
。
紛
失
の
場
合
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
て
再
発
行
し
て
も
ら
え
ま
す
。）

申
請
窓
口
　
保
険
年
金
課（
北
館
1
階
）

す
。
配
達
時
に

不
在
の
場
合

は
、
郵
便
受
け

に
案
内
が
入
り

ま
す
の
で
、
郵

便
局
へ
再
配
達

の
依
頼
を
し
て

い
た
だ
く
か
、

直
接
受
取
り
に

行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
郵
便
局
で
の
留
置
期
間（
案

内
に
記
載
さ
れ
て
い
る
期
間
）を
超
え

る
と
、
保
険
証
は
保
険
年
金
課（
北
館

1
階
）に
返
還
さ
れ
ま
す
。
そ
の
場
合

は
、
保
険
年
金
課（
北
館
1
階
）の
窓
口

で
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
現
在
お
持
ち

の
保
険
証
と
印
章
を
持
っ
て
お
越
し
く

だ
さ
い
。

郵
送
以
外
の
受
取
方
法

　
郵
送
で
は
な
く
、
保
険
年
金
課（
北

館
1
階
）で
の
受
取
り
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、7
月
3
日（
月
）〜
10
日（
月
）に
、

電
話
な
ど
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
7
月

25
日（
火
）以
降
に
印
章
と
写
真
付
身
分

証
明
書
を
持
参
し
、
受
取
っ
て
く
だ
さ

い
。

※
保
険
証
は
、
有
効
期
限
を
過
ぎ
る
と

使
用
で
き
ま
せ
ん
。
8
月
1
日
以
降

に
医
療
機
関
等
で
受
診
す
る
と
き

は
、
必
ず
新
し
い
保
険
証
を
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。（
旧
保
険
証
は
、8
月

1
日
以
降
に
保
険
年
金
課（
北
館
1

階
）へ
返
却
す
る
か
、裁
断
す
る
等

し
て
、
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
市
で
は
、
毎
年
7
月
に
国
民
健
康
保

険
税
本
算
定
を
行
い
、
年
税
額
を
決
定

し
て
い
ま
す
。
国
民
健
康
保
険
加
入
者

の
方
が
い
る
世
帯
に
、
本
算
定
の
納
税

通
知
書
及
び
納
付
書
を
7
月
中
旬
に
納

税
義
務
者（
住
民
票
の
世
帯
主
）に
送
付

し
ま
す
。

※
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
加
入
者
で

な
い
場
合
で
も
、
世
帯
主
が
納
税
義

務
者
と
な
り
、
納
税
通
知
書
及
び
納

付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
本
算
定
で
決
定
し
た
年
税
額
か
ら
4

月
の
仮
算
定（
第
1
期
）の
額
を
差
引
い

た
残
り
の
額
を
、
第
2
期
〜
第
8
期
の

7
回
の
納
期
に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
た
、
今
年
4
月
以
降
に
ご

加
入
さ
れ
た
方
は
、
年
税
額
を
第
2
期

〜
第
8
期
の
7
回
の
納
期
に
分
け
て
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
に
同
封
の

お
知
ら
せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平
成
29
年
度
国
民
健
康
保
険
税

納
税
通
知
書
及
び
納
付
書
送
付

（
本
算
定
）の
ご
案
内

保
険
年
金
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
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五条広域事務組合斎場建設基本計画(案)にかかる
パブリック・コメントの実施結果

　五条広域事務組合(構成市：清須市、あま市)では、斎場建設計画について基本的な事項を取りまと
めた「五条広域事務組合斎場建設基本計画(案)」を策定し、４月５日(水)～５月８日(月)の期間でパブ
リック・コメントを実施しました。
　パブリック・コメントの実施結果としては、４名の方から合計３１件のご意見をいただきました。ご意
見の内容と組合の考え方については、組合ホームページ(http://gjkoiki.or.jp/)をご覧ください。
　いただいたご意見に加え、周辺地区や組合議会のご意見を参考に、今後、斎場建設基本計画を策定
していきます。

■問合せ　五条広域事務組合☎０５２‐４０１‐１１８１

施設概要
位 置
敷 地 面 積
建 築 面 積
延 床 面 積
火 葬 炉 数
待 合 室
告別・収骨室
駐 車 場

概算事業費

清須市春日杁前地区
１７，８３７㎡
２，７４５㎡
３，０７３㎡
６基＋１基（動物炉）
６室
６室
４４台
(マイクロバス用等を含む。)
３２億１,０００万円

：
：
：
：
：
：
：
：

：

※
表
中
の
所
得
額
は
、
各
種
控
除
額
を

引
い
た
後
の
金
額
で
、
収
入
額
と
は

異
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
養
育
費
の
8

割
を
所
得
に
加
算
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

●
健
康
保
険
証

●
児
童
扶
養
手
当
証
書

●
印
章

●
養
育
費
を
受
領
さ
れ
て
い
る
場
合
は

額
の
わ
か
る
も
の

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）が
分
か

る
も
の

■
問
合
せ　

保
険
年
金
課（
北
館
１
階
）

　

平
成
28
年
度
更
新
時
に
所
得
超
過
に

よ
り
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
受
給
資
格

を
喪
失
さ
れ
た
方
で
あ
っ
て
も
、
平
成

29
年
度（
平
成
28
年
中
所
得
）の
所
得
が

減
少
さ
れ
た
場
合
は
、
受
給
要
件
に
該

当
す
れ
ば
、
再
び
認
定
を
受
け
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
要
件
を
確
認

し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

所
得
制
限
額
に
つ
い
て
は
、
次
表
の

児
童
扶
養
手
当
の
本
人
額
を
準
用
し
て

い
ま
す
。

平
成
28
年
度
更
新
時
に
所
得
超
過

に
よ
り
母
子
・
父
子
家
庭
医
療

受
給
資
格
を
喪
失
さ
れ
た
方
へ

　

年
金
を
受
取
る
た
め
に
必
要
な
保
険

料
の
納
付
期
間
が
、
25
年
か
ら
10
年
に

短
縮
さ
れ
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
る
方
に
日
本
年
金
機
構
よ

り「
短
縮
」と
記
載
し
た
黄
色
の
封
筒
を

順
次
、
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

　

お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、「
ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎
0
5
7
0
‐
0
5
‐
1 

1
6
5
」で
予
約
の
う
え
、
で
き
る
だ

け
お
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。 日

本
年
金
機
構
か
ら
の
お
知
ら
せ

愛知県児童扶養手当
本人所得制限基準表

（平成29年8月１日現在)

扶養人数
0人
1人
2人
3人
4人

前年所得
192万円
230万円
268万円
306万円
344万円

五条広域事務組合　斎場建設基本計画(案)の概要
スケジュール
平成２９年度　　都市計画決定・基本設計
平成３０年度　　用地取得・実施設計・造成工事
平成３１年度～　建設工事
平成３３年度　　供用開始

イメージ図
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■問合せ　生活環境課(北館２階)【出典：エコチャレ手帳2017(愛知県)】

冷房と扇風機を併用すると同じ温度でも涼しく感じます。
冷房の設定温度を１度高くすると６畳間で、ひと夏１５キログラムの二酸化炭素削減

が可能です。(電気代は、約６３０円の節約)
エアコンのフィルターの汚れも消費電力増につながります。フィルターを月に１回か

２回清掃すると、約１６キログラムの二酸化炭素削減が可能です。(電気代は、約６６０円の節約)

今月のエコチャレンジ

クールビズ 冷房温度は ２８度クールビズ 冷房温度は ２８度

市心身障害者等タクシー料金助成

市心身障害者等自動車ガソリン費用助成

　障がいのある方が電車、バス等の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用する場合に
料金の一部を助成します。必要な方は申請してください。すでにタクシーチケットをお持ちの方は、
７月２４日(月)から平成２９年８月～平成３０年７月分のチケットをお渡ししますので、手続をしてください。
対象　●身体障害者手帳１～３級所持者　　●療育手帳Ａ・Ｂ判定所持者　
　　　●精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者　　※所得制限あり
申請に必要なもの　
　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・印鑑・残りのタクシーチケット(前年度申請さ
れた方)・マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(世帯全員分が必要)・本人確認(代理申請の
方は、代理人の本人確認)ができるもの(写真付身分証明書の場合は１点、写真なしの身分証明書の場合
は２点必要)

間違えていませんか？ あなたのごみ分別
ペットボトルキャップ適正分別回収にご協力ください！

資源として回収しているペットボトルキャップは、清涼飲料水のプラスチック製キャップ
のみです。栄養ドリンク等の金属性のキャップは不燃ごみに、ペットボトル以外(ドレッシン
グ、インスタントコーヒー、しょうゆ等)のプラスチック製キャップで　　が表示されたも
のはプラスチック製容器包装に、表示のないものは可燃ごみに分別してください。
このキャップ回収をすることで、世界の子どもにワクチン等が届いています。キャップ自体は、建築資材な

どに生まれ変わります。環境の保全と世界の子どもたちを救うことを目的としたリサイクルに皆さんのご協
力をお願いします。 ■問合せ　生活環境課(北館２階)

　障がいのある方が通院等のために本人又は家族の所有する自動車を使用する場合に、ガソリン購入
費の一部を助成します。必要な方は申請してください。
対象　●身体障害者手帳１・２級所持者(本人及び家族運転の場合)
　　　●身体障害者手帳３級所持者(自ら所有する自動車を自ら運転する場合のみ)
　　　●療育手帳Ａ・Ｂ判定所持者(家族運転の場合)　　●精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者
　　　※所得制限あり
申請に必要なもの　
　身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・自動車検査証の写し・運転免許
証(本人運転の場合)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(世帯全員分が必
要)・本人確認(代理申請の方は、代理人の本人確認)ができるもの(写真付身分証明書の場合
は１点、写真なしの身分証明書の場合は２点必要)
申請場所はともに　社会福祉課(北館１階)
※心身障害者等タクシー料金助成と心身障害者等自動車ガソリン費用助成は、申請時に選択。年度途
中での変更は、原則として不可。なお、年度途中でも対象者等の心身状態の変化等で、本事業を受け
ることが困難になった場合は除きます。

■問合せ　社会福祉課(北館１階)
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災
害
用
備
蓄
飲
料
水
「
名
水
」
の
販
売

災
害
用
備
蓄
飲
料
水
「
名
水
」
の
販
売

　
災
害
時
の
備
え
と
し
て
、
家
庭
な
ど
で

の
飲
料
水
備
蓄
の
促
進
の
た
め
、
災
害
用

備
蓄
飲
料
水「
名
水
」を
販
売
し
ま
す
。
今

年
の「
名
水
」は
、
保
存
期
間
の
延
長（
3
年

↓
5
年
）、
内
容
量
の
増
量（
3
7
5
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル
↓
4
7
5
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
）を
し

て
い
ま
す
。
ボ
ト
ル
デ
ザ
イ
ン
も
新
し
く

な
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
お
買
い
求
め
く
だ
さ

い
。

※
災
害
に
備
え
て
、
1
人
9
リ
ッ
ト
ル（
1

日
3
リ
ッ
ト
ル
の
3
日
分
）以
上
の
飲
料

水
の
備
蓄
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

販
売
価
格
　
1
箱（
4
7
5
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル

×
24
本
）　
2
0
0
0
円（
税
込
）

割
　
引
　
窓
口
販
売
は
、
2
0
0
円
割
引
。

高
齢
者
の
み
の
世
帯
な
ど
災
害
時
に
援

護
が
必
要
と
な
る
世
帯
は
、
1
0
0
円

割
引
。（
併
用
不
可
）

●
窓
口
販
売

販
売
期
間
　
7
月
20
日（
木
）〜
平
成
30
年

3
月
30
日（
金
）

●
配
達
販
売

受
付
期
間
　
7
月
20
日（
木
）〜
平
成
30
年

3
月
16
日（
金
）

配
達
期
間
　
8
月
1
日（
火
）〜
平
成
30
年

3
月
31
日（
土
）

問
合
せ
　
名
古
屋
市
上
下
水
道
局
お
客
さ

ま
受
付
セ
ン
タ
ー
☎
0
5
2
‐
8
8
4
‐

 
5
9
5
9

下水道供用開始のお知らせ
平成２９年７月１日をもって、図面記載区域の下水道
(汚水)の供用が開始されました。
供用開始となった区域の家屋の所有者は、汲み取り便

所にあっては３年以内に、浄化槽にあっては遅滞なく、下
水道への接続(排水設備の設置)が義務付けられます。
下水道に接続する際には、次の補助制度を用意して
いますので、ご活用ください。

●排水設備工事資金の融資あっせん及び利子補給制度

●浄化槽雨水貯留施設転用費補助制度：下水道への
接続に伴い、不要となる浄化槽を雨水貯留施設へ転
用するための補助制度

●宅地内汚水ポンプ設備設置費補助制度：低地などの
理由により、宅地内に汚水ポンプ設備を設置するた
めの補助制度

※供用開始日から３年以内であることなど条件もあり
ますので、詳しくは、市ホームページをご確認いただ
くか上下水道課(南館２階)までお問合せください。

■問合せ　上下水道課(南館２階)

※写真は、
　イメージです。
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平成３０年清須市成人式
　平成３０年の成人式は平成９年４月２日～平成１０年４月１日生まれの方が対象です。
　市内に住民票のある方(平成２９年１１月２０日現在)に、１２月上旬頃、案内はがきを郵送します。

　成人式でのアトラクションの内容、記念品等の選定、式当日の進行を行っていた
だく成人式実行委員を募集します。
　委員に就任後は、９～１２月頃にかけ５回程度開催される委員会に出席していた
だき、成人式の準備を進めていく予定です。
募集要件　平成３０年に成人を迎える方で、実行委員会に必ず出席できる方
募集人数　若干名

と　き　平成３０年１月６日(土)　
　　　　受　付　午前１０時３０分　　開　式　午前１１時
ところ　春日公民館　大ホール
●市外転出者で清須市成人式に参加希望の場合
　清須市出身で、市外に転出されている新成人の方もご参加いた
だけます。
　参加を希望される場合は、生涯学習課(南館１階)までご連絡くだ
さい。

●他市の成人式に参加される場合
　成人式は、市町村ごとに開催しています。成人式の事前申込が必要なところや自由参加のところな
ど、開催の形式は様々ですので、参加を希望される市町村に直接お問合せください。

■問合せ　生涯学習課(南館１階)

市母子家庭等自立支援給付金が拡充しました
　母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職に役立つ技能や資格の取得のため、各種講座を受講する
場合や各種学校等の養成機関で修業する場合などに給付金を支給します。

※いずれも、年間を通じて受付けています。申請を希望される場合、事前相談が必要です。
　児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある方が対象です。

　経済的自立のため、県指定の職業能力開発講座を受講後に支給します。

■問合せ　子育て支援課(北館２階)

平成３０年清須市成人式実行委員募集

自立支援教育訓練給付金

　就職に有利な資格取得と経済的自立のため、１年以上の養成機関で修業する方に支給します。

高等職業訓練促進給付金

対 象 資 格 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、
社会福祉士、製菓衛生師、調理師　など

支 給 期 間 修業期間(上限３年)
支　給　額 市町村民税　非課税世帯：月額１０万円　／　課税世帯：月額７万５００円

対 象 講 座

支　給　額
対象講座の受講料の６割相当額(上限２０万円、下限１万２，０００円)
※平成２９年度４月から、ハローワークの一般教育訓練給付金を受ける方も支給対象に
　なりました。（差額支給）

雇用保険制度の教育訓練給付指定講座
(医療事務、簿記検定、介護事務講座、介護職員初任者研修、ガイドヘルパー、調剤薬局
事務など)
※講座一覧は、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの「教育訓練
　給付制度　厚生労働大臣教育訓練講座検索システム(http://www.kyufu.mhlw.
　go.jp/kensaku/T_K_kouza)」でもご覧になれます。
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ま
ち
な
か
Ｗ
ａ
ｔ
ｃ
ｈ
25

市
民
記
者
が
ゆ
く
！

清
須
市
役
所
の
蘇
鉄

そ  

て
つ

市
民
記
者　

吉
村
希
代
美

安
土
城
へ
移
植
し
ま
し
た
が
、
そ
の
蘇

鉄
が
帰
り
た
い
と
夜
な
夜
な
泣
い
た
た

め
、
妙
国
寺
に
戻
し
た
と
い
う
話
も
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

市
役
所
の
蘇
鉄
の
説
明
板
に
は
、
食

用
と
あ
り
、
戦
時
中
は
餅
や
粥
と
し
て

食
べ
た
そ
う
で
す
が
、
幹
や
実
に
は
毒

が
あ
り
、
複
雑
な
過
程
を
経
て
の
加
工

が
必
要
で
、
素
人
判
断
で
は
危
険
と
の

こ
と
で
す
！
　
　

現
在
は
花
の
盛
り
は
過
ぎ
、
実
も
落

ち
か
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
代
わ
り
に

新
株
か
ら
若
葉
が
放
射
線
状
に
伸
び
始

蘇鉄の新芽

市役所にある蘇鉄

蘇
鉄
は
元
来
、
九
州
以
南
の
暖
地
に

自
生
し
、
弱
っ
た
幹
に「
鉄
」を
打
ち
込

む
と「
蘇
」る
の
で
、「
蘇
鉄
」と
名
付
け

ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
実

に
古
く
、
約
2
億
年
前
の
ジ
ュ
ラ
紀
に

は
恐
竜
と
共
に
生
息
し
て
い
た
と
の
こ

と
！
雌
雄
異
株
で
、
開
花
は
10
年
も
し

く
は
1
0
0
年
に
一
度
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
土
壌
の
流
出
を
防
ぐ

の
で
、
防
潮
、
防
風
垣
と
し
て
も
用
い

ら
れ
ま
す
。
硬
い
葉
は
、
大
島
紬
の
色

付
け
に
効
果
が
あ
る
そ
う
で
す
。
特
別

な
施
肥
管
理
は
不
要
で
、
室
町
〜
江
戸

時
代
に
は
権
力
の
象
徴
と
し
て
、
寺
や

屋
敷
に
植
樹
さ
れ
ま
し
た
。
織
田
信
長

公
も
堺
市
・
妙
国
寺
の
蘇
鉄
を
望
み
、

今
年
は
じ
め
、
清
須
市
役
所
南
館
玄

関
前
の
蘇
鉄
に
、
象
牙
色
で
縮
れ
た
羽

状
の
花
と
真
赤
な
実
が
つ
い
て
い
る
の

に
気
づ
き
、
見
慣
れ
な
い
原
始
的
な
花

に
興
味
が
わ
い
た
の
で
、
市
立
図
書
館

で
蘇
鉄
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

7月１１日～２0日は 夏の全国交通安全運動
　夏も盛りとなり、蒸し暑い日々が続いています。夏休みが始まることで、子どもだけでの外出が増加
し、また、盆踊り等夜間の外出も増加する時期となります。夜間に外出する際は、反射材を身に着ける等、
車や自転車に見えやすくなるよう心がけてください。
　皆様の交通安全意識を高め、交通事故を防止するためにも、７月１１日～２0日は「夏の全国交通安全
運動」を実施します。歩行中も自転車や自動車の運転中も、交通ルールをしっかり守るようにしましょう。

★横断歩道を横断中の事故が発生しています。横断歩道は歩行者優先です。横断歩道を横断中又は横
断しようとしている歩行者がいたら、注意しましょう。
★運転免許証の自主返納後、１か月以内に申請された方には、あしがるバスの３か月無料乗車券が発行
されます。(対象年齢は６５歳以上となります。)詳しくは、市ホームページ等でご確認ください。

■問合せ　防災行政課(北館３階)

運動重点 自転車安全利用五則

＜運動の基本＞
　子どもと高齢者の交通事故防止

＜取組重点＞
○歩行中・自転車乗用中の交通事故をなくそう
○後部座席を含めたすべての座席でシートベルト
　とチャイルドシートを正しく着用しよう
○飲酒運転を根絶しよう

１　自転車は車道が原則、歩道は例外
２　車道は左側を通行
３　歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
４　安全ルールを守る
　○飲酒運転・二人乗り・並進の
　　禁止
　○夜間はライトを点灯
　○交差点での信号遵守と
　　一時停止・安全確認
５　子どもはヘルメットを着用

め
て
い
ま
す
。「
雄
々
し
い
」が
花
言
葉

の
蘇
鉄
の
漢
名
は「
鳳
尾
蕉
」。
初
夏
の

陽
を
浴
び
て
輝
く
姿
は
、
ま
さ
に
鳳
凰

の
尾
の
よ
う
で
す
。
市
役
所
に
来
訪
の

際
は
、
ぜ
ひ
観
賞
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

ほ
う
び
し
ょ
う

ほ
う
お
う
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